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広報はこね　2019.October
猫犬
捨 や 　　 を飼うときは最後まで責任を持って!　どうしても飼えない場合は環境課（☎85－9565)に相談を。

下
水
道
ふ
れ
あ
い
ま
つ
り

�

開
催
の
お
知
ら
せ

　
下
水
道
事
業
を
身
近
に
理
解
し

て
い
た
だ
く
た
め
、
次
の
と
お
り

「
下
水
道
ふ
れ
あ
い
ま
つ
り
」
を

開
催
し
ま
す
。
お
子
様
向
け
無
料

イ
ベ
ン
ト
も
多
数
企
画
し
て
い
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
参
加

し
て
く
だ
さ
い
。

日　
時　
10
月
19
日
㈯
10
時
～
15

時場　
所　
扇
町
し
ら
さ
ぎ
広
場

（
小
田
原
市
扇
町
六
丁
目
８
１
９

番
地
）

主　
催　
神
奈
川
県
・
県
下
水
道

公
社

共　
催　
酒
匂
川
流
域
関
連
市
町

内　
容　
下
水
処
理
場
見
学
・
模

擬
店
・
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
・
ゲ
ー

ム
・
微
生
物
の
観
察
・
水
質
実
験
・

太
鼓
や
お
囃
子
の
演
奏
な
ど

照
会
先　
上
下
水
道
温
泉
課

�

☎
８
５
―
９
５
６
７

公
共
下
水
道
へ
の

�

接
続
の
お
願
い

　
公
共
下
水
道
が
使
用
で
き
る
区

域
（
宮
城
野
・
強
羅
・
二
ノ
平
・

小
涌
谷
・
仙
石
原
・
箱
根
・
元
箱

根
の
各
一
部
）
に
住
ん
で
い
て
、

公
共
下
水
道
に
未
接
続
の
場
合
は
、

接
続
を
お
願
い
し
ま
す
。
下
水
道

へ
の
切
替
工
事
は
、
必
ず
町
の
指

定
工
事
店
へ
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
工
事
が
始
ま
る
前
に
申
請

書
を
提
出
し
、
町
の
確
認
を
得
て

か
ら
工
事
を
開
始
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
公
共
下
水
道
へ
の
接
続
工

事
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
補

助
金
や
貸
付
金
の
制
度
が
あ
り
ま

す
。

　
公
共
下
水
道
が
使
用
で
き
る
区

域
や
、
町
の
指
定
工
事
店
、
補
助

金
や
貸
付
金
の
制
度
利
用
に
つ
い

て
知
り
た
い
場
合
な
ど
、
疑
問
や

不
明
な
点
が
あ
る
と
き
は
、
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

照
会
先　
上
下
水
道
温
泉
課

�

☎
８
５
―
９
５
６
７

下
水
道
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者

更
新
講
習
会
・

�

県
内
統
一
試
験

　
下
水
道
排
水
設
備
責
任
技
術
者

の
資
格
を
更
新
す
る
た
め
の
更
新

講
習
会
お
よ
び
資
格
を
新
た
に
取

得
す
る
た
め
の
県
内
統
一
試
験
が

次
の
と
お
り
行
わ
れ
ま
す
。

〈
更
新
講
習
会
〉

日　
程　
令
和
2
年
1
月
21
日
㈫

～
23
日
㈭
の
う
ち
い
ず
れ
か
希
望

す
る
日

場　
所　
サ
ン
ピ
ア
ン
か
わ
さ
き

（
川
崎
市
立
労
働
会
館
）
川
崎
市

川
崎
区
富
士
見
２
―
５
―
２

手
数
料　
５
，
２
０
０
円

申
込
方
法　
令
和
元
年
11
月
29
日

㈮
ま
で
に
指
定
の
場
所
へ
郵
送
で

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

＊
更
新
講
習
対
象
者
に
は
10
月
中

旬
頃
に
案
内
お
よ
び
申
込
書
な
ど

が
直
接
郵
送
さ
れ
ま
す
。

〈
責
任
技
術
者
試
験
〉

日　
程　
令
和
2
年
2
月
6
日
㈭

場　
所　
川
崎
市
教
育
文
化
会
館

川
崎
市
川
崎
区
富
士
見
２
―
１
―

3手
数
料　
５
，
２
０
０
円

申
込
書
の
配
布　
10
月
8
日
㈫
～

11
月
15
日
㈮

申
込
方
法　
11
月
29
日
㈮
（
消
印

有
効
）
ま
で
に
指
定
の
場
所
へ
郵

送
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

照
会
先　
上
下
水
道
温
泉
課

�

☎
８
５
―
９
５
６
７

10
月
１
日
は

「
浄
化
槽
の
日
」

　
浄
化
槽
に
関
す
る
諸
制
度
を
整

備
し
た
「
浄
化
槽
法
」
が
昭
和
60

年
10
月
１
日
に
施
行
さ
れ
た
の
を

記
念
し
て
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
浄

化
槽
は
、
し
尿
や
生
活
雑
排
水
を

処
理
す
る
た
め
の
施
設
と
し
て
、

下
水
道
と
と
も
に
普
及
し
て
い
ま

す
。
設
置
者
（
管
理
者
）
に
は
、

保
守
点
検
・
清
掃
・
法
定
点
検
が

浄
化
槽
法
に
よ
っ
て
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

○
適
正
な
管
理
の
お
願
い

　
維
持
管
理
を
適
正
に
行
わ
な
い

と
川
や
湖
の
水
質
が
悪
化
す
る
原

因
に
な
り
ま
す
。

・�

３
～
４
か
月
に
１
回
以
上
の
保

守
点
検
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

・�

浄
化
槽
の
種
類
に
よ
っ
て
、
清

掃
回
数
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

必
ず
清
掃
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

・�

法
定
検
査
は
、
浄
化
槽
設
置
後

３
～
８
か
月
以
内
（
第
７
条
検

査
）、
年
１
回
（
第
11
条
検
査
）

受
検
し
ま
し
ょ
う
。

○
合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の
転
換

　
既
存
の
単
独
処
理
浄
化
槽
等
か

ら
合
併
処
理
浄
化
槽
へ
転
換
設
置

す
る
方
に
費
用
の
一
部
を
補
助
し

て
い
ま
す
。

対　
象　
下
水
道
事
業
計
画
に
定

め
ら
れ
た
予
定
処
理
区
域
外
の
区

域
に
住
所
を
有
し
、
か
つ
居
住
し

て
い
る
方
・
町
税
等
を
滞
納
し
て

い
な
い
方
・
申
請
年
度
内
に
工
事

を
完
了
で
き
る
方

※
建
築
確
認
申
請
が
伴
う
新
築
や

増
改
築
は
対
象
外

申
請
方
法　
工
事
着
手
前
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

※
予
算
に
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、

事
前
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

照
会
先　
環
境
課

�

☎
８
５
―
９
５
６
５

　10頭以上の犬や猫を飼育する場合の
届出制度が始まります。
　近年、多頭飼育により犬や猫を飼い
きれなくなる事例や多頭飼育に起因す
る犬や猫の不適正飼育、騒音、悪臭な
ど近隣の生活環境への悪化による苦情
が寄せられる事例が増加しています。
そこで、多頭飼育に関する情報を早期
に把握し、飼い主への支援や指導を行
えるよう、届出制度を新設しました。
　10頭以上の犬や猫を飼育している方
は、小田原保健福祉事務所への届出が
必要になりますので、詳細は問い合せ
てください。
照会先
小田原保健福祉事務所環境衛生課
� ☎046５－32－８000㈹

犬および猫の
多頭飼育届出制度を
新設しました

令
和
２
年
４
月
入
園

町
立
認
定
こ
ど
も
園
・

保
育
所
・
幼
稚
園
児
を
募
集

認
定
こ
ど
も
園
・
保
育
所

　
申
し
込
み
が
必
要
と
な
る
の
は
、

令
和
2
年
度
に
初
め
て
対
象
乳
幼

児
の
入
園
を
希
望
す
る
場
合
で
す
。

　
在
園
児
に
つ
い
て
は
、
通
園
し

て
い
る
園
に
就
労
証
明
書
、
税
務

資
料
な
ど
の
関
係
書
類
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

対　
象　
５
か
月
～
５
歳
児
（
平

成
26
年
４
月
２
日
～
令
和
元
年
11

月
１
日
生
ま
れ
）
で
、
乳
幼
児
の

保
護
者
の
い
ず
れ
も
が
、
次
の
項

目
の
い
ず
れ
か
の
事
情
に
あ
る
場

合○
就
労
し
て
い
る
場
合

○�

出
産
・
病
気
・
負
傷
・
心
身
に

障
が
い
が
あ
り
、
児
童
の
保
育

が
で
き
な
い
場
合

○�

長
期
に
わ
た
る
病
人
や
心
身
に

障
が
い
の
あ
る
人
の
介
護
を
保

護
者
が
常
時
行
っ
て
い
る
場
合

○�

火
災
・
風
水
害
・
地
震
な
ど
の

災
害
に
遭
い
、
そ
の
復
旧
ま
で

の
間
保
育
が
で
き
な
い
場
合

○�
求
職
活
動
（
起
業
準
備
を
含
む
）

を
し
て
い
る
場
合

○�

就
学
し
て
い
る
場
合

○�

虐
待
や
Ｄ
Ｖ
の
恐
れ
が
あ
る
場

合
○�

8
時
30
分
か
ら
14
時
ま
で
の
教

育
標
準
時
間
入
所
を
希
望
す
る

子
ど
も
（
1
号
認
定
）
を
持
つ

場
合

保
育
時
間　
次
の
時
間
中
、
保
育
・

教
育
が
必
要
な
時
間

・
月
～
金
曜
日

　
７
時
30
分
～
18
時
30
分

・
土
曜
日

　
８
時
30
分
～
16
時
30
分

申
込
方
法　
入
所
申
込
書
な
ど
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
入
園
希
望

の
認
定
こ
ど
も
園
ま
た
は
保
育
所

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
込
書

は
認
定
こ
ど
も
園
、
保
育
所
お
よ

び
子
育
て
支
援
課
で
10
月
15
日
㈫

か
ら
配
布
し
ま
す
。

受
付
期
間　
11
月
5
日
㈫
～
22
日

㈮※
受
付
期
間
を
過
ぎ
て
か
ら
の
応

募
は
、
２
次
選
考
対
象
と
な
り
ま

す
。

提
出
書
類

・�

支
給
認
定
申
請
書
兼
保
育
所
等

入
所
申
込
書

・�

事
業
所
か
ら
の
就
労
証
明
書

（
病
気
や
出
産
の
場
合
は
、
医

師
の
診
断
書
な
ど
）

・�

児
童
健
康
調
査
票

・�

保
育
を
必
要
と
す
る
事
由
を
証

明
す
る
書
類
（
１
号
認
定
こ
ど

も
は
提
出
不
要
）

・�

保
護
者
の
令
和
元
年
度
県
民
税
・

市
町
村
民
税
課
税
（
非
課
税
）

証
明
書
な
ど
（
平
成
31
年
1
月

1
日
現
在
で
町
内
に
居
住
し
て

い
な
い
方
が
対
象
。
ま
た
、
同

一
世
帯
で
収
入
の
あ
る
家
族
が

い
る
場
合
は
、
そ
の
分
も
必
要
）

※
書
類
に
不
備
、
不
足
が
あ
る
場

合
は
、
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。

後
日
提
出
書
類　
保
護
者
の
令
和

2
年
度
県
民
税
・
市
町
村
民
税
課

税
（
非
課
税
）
証
明
書
な
ど
（
令

和
2
年
１
月
１
日
時
点
で
町
内
に

居
住
し
て
い
な
い
人
が
対
象
。
同

一
世
帯
で
収
入
の
あ
る
家
族
が
い

る
場
合
は
、
そ
の
分
も
必
要
）

そ
の
他　
家
庭
の
事
情
に
よ
り
５

月
以
降
に
入
園
を
希
望
す
る
場
合

は
、
入
所
申
込
書
に
資
料
を
添
付

し
、
入
園
希
望
の
前
月
15
日
ま
で

に
希
望
す
る
認
定
こ
ど
も
園
・
保

育
所
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

箱
根
幼
稚
園

該
当
す
る
児
童　

３
～
５
歳
児

（
平
成
26
年
４
月
２
日
～
29
年
４

月
１
日
生
ま
れ
）

保
育
時
間　
月
～
金
曜
日
の
８
時

30
分
～
14
時

預
か
り
保
育
時
間

　
箱
根
幼
稚
園
で
は
預
か
り
保
育

を
実
施
し
、
働
く
ご
家
庭
を
支
援

し
て
い
ま
す
。

・
通
常　
14
時
～
16
時
30
分

・
延
長
（
必
要
に
応
じ
て
実
施
）

　
早
朝　
７
時
30
分
～
８
時
30
分

　
夕
方　
16
時
30
分
～
17
時
30
分

申
込
方
法　
入
園
願
書
な
ど
に
必

要
事
項
を
記
入
し
、
関
係
書
類
を

添
え
て
、
箱
根
幼
稚
園
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
願
書
は
箱
根
幼
稚

園
お
よ
び
子
育
て
支
援
課
で
10
月

15
日
㈫
か
ら
配
布
し
ま
す
。　

受
付
期
間　
11
月
5
日
㈫
～
22
日

㈮提
出
書
類

・
入
園
願
書

・
支
給
認
定
申
請
書

・�

保
護
者
の
令
和
元
年
度
県
民
税
・

市
町
村
民
税
課
税
（
非
課
税
）

証
明
書
等
（
平
成
31
年
1
月
1

日
現
在
で
町
内
に
居
住
し
て
い

な
い
方
が
対
象
。
ま
た
、
同
一

世
帯
で
収
入
の
あ
る
家
族
が
い

る
場
合
は
、
そ
の
分
も
必
要
）

後
日
提
出
書
類　
認
定
こ
ど
も
園
・

保
育
所
に
準
じ
て
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

C
C

C
C

照
会
先　
子
育
て
支
援
課

�

☎
８
５
―
９
５
９
５

●
認
定
こ
ど
も
園

　
湯
本
幼
児
学
園

�

☎
８
５
―
５
４
４
４

　
仙
石
原
幼
児
学
園

�

☎
８
4
―
８
３
８
６

●
保
育
所

　
宮
城
野
保
育
園

�

☎
８
2
―
２
５
４
３

●
幼
稚
園

　
箱
根
幼
稚
園

�

☎
８
3
―
６
１
５
９

C
C

C
C


